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本市では平成２７年３月に「小牧市ごみ処理基本計画」を策定、また中間目標年度となる令和元年度

に計画の見直しを実施しています。 

国においては、令和４年４月に「プラスチック資源循環法」が施行、令和６年５月に「第六次環境基

本計画」、令和６年８月に「第五次循環型社会形成推進基本計画」が策定されています。また、本市で

は、平成２７年４月に小牧岩倉エコルセンターの施設を更新、当施設で処理する燃やすしかないごみの

中に多く含まれる雑がみ、剪定枝、厨芥類の減量・再資源化を図るため、平成２７年７月から剪定枝の

拠点回収を開始、平成２９年４月から雑がみの対象品目を拡大、また令和６年４月からはプラスチック

製品とプラスチック製容器包装の一括回収を開始しています。そうした中、本市の再資源化率は愛知県

内の市の中では８年連続１位（平成２８年度～令和５年度実績）と高い水準で推移しています。 

小牧市ごみ処理基本計画の見直しを行ってから６年が経過し、目まぐるしく変化する社会情勢や多様

化する市民ニーズに対応するため、計画の改定を行います。 

 

 

直近１０年間のごみ・資源の排出量は、令和２年度をピークに減少傾向となっています。家庭ごみのう

ち燃やすしかないごみや資源は緩やかな減少傾向ですが、事業系ごみは横ばいで推移しています。 

なお、令和２年度～令和３年度は新型コロナウイルス感染症による影響が見られました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

小牧市ごみ処理基本計画 
（小牧市食品ロス削減推進計画） 

（令和８年度～令和１７年度） 

１.計画の背景・目的 

２.ごみ処理の現状 
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本市のごみ処理は、ごみ排出量、再資源化率等概ね良好に推移しており、今後もこの状況を維持してい

くことが必要です。また、ごみ処理量・ごみ処理経費として大きなウエイトを持っている焼却量＊の削減

に向けて、さらなる減量化・再資源化の推進が必要になっています。 

＊廃棄物処理法に基づく基本方針の目標値として、１人１日当たり焼却量(約５８０ｇ/人・日)が示されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

３.現状の評価 
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国においては、「第六次環境基本計画」が策定され、「ウェルビーイング／高い生活の質」の実現が掲

げられました。また、「第五次循環型社会形成推進基本計画」が策定され、循環経済（サーキュラーエ

コノミー）への移行が主眼に掲げられています。 

また、本市においても令和７年３月に「第三次小牧市環境基本計画（改定版）」が策定されており、

これらに基づき、また、前計画の基本理念を踏襲し、基本理念及び基本方針を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 単位 
令和６年度 
(2024) 
[現状] 

令和１２年度 
(2030) 

[中間目標] 

令和１７年度 
(2035) 

[計画目標] 

１人１日当たり 

家庭系ごみ排出量 

(資源除く) 

ｇ/人・日 407 385 379 

事業系ごみ 

(資源除く) 
ｔ/年 10,358 9,924 9,540 

再資源化率 ％ 37.6 39.1 39.4 

１人１日当たり 

焼却量 
ｇ/人・日 606 580 572 

＊再資源化率：ごみ総排出量に対する再資源化量の割合 

 

  

４.基本理念・基本方針 

５.減量・再資源化目標 
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基本理念「資源循環型社会の実現」に向けて、以下のごみ減量化・再資源化の取組を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

６.施策体系 
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【基本方針１「ごみ減量化及び適正処理の推進」】 

効果的なごみ減量化・再資源化及び適正処理を推進するためには、市民・事業者・行政がパートナー 

シップのもとでお互いの特性を生かし、役割を分担して行動します。 

【基本方針２「５Ｒの推進」】 

５Ｒには各段階において、期待される行動があります。限りある資源を有効に活用するため、５Ｒを 

一層推進し、さらなるごみ減量化・再資源化を推進します。 

 

 

基本 
施策 

具体的な取組 
位置 
付け 

内容 

環境教育

等の充実 

ごみ処理施設等の見学会の実
施 

新規 
ごみ処理施設等の見学を要望する小中学校の児童・生徒及び市民を対
象として、ごみ処理施設等の見学会を実施します。 

情
報
提
供
の
充
実 

広報こまきや各種パンフレッ
ト及びごみ分別アプリ等の活
用 

拡充 

幅広い市民へわかりやすく情報を発信するため、広報こまきや各種 
パンフレットに加えごみ分別の関する啓発動画を作成し、また、ごみ
分別アプリやＳＮＳ等、さまざまなツールを有効的に活用し、周知・
啓発に努めていきます。 

外国人市民や転入者への情報
提供の徹底 

拡充 

外国人市民や転入者へ本市の分別方法等の情報が確実に行き届くよ
う、転入の手続き時における市窓口や共同住宅にあっては管理会社等
を通じて情報提供し、周知徹底を図ります。また、外国人向けのごみ
分別に関する啓発動画を作成し、分かりやすい情報提供に努めます。 

イベント 

の開催・

支援 

環境フェア、小牧市民まつり等で

のごみ減量等の周知・啓発 
新規 

環境フェア、小牧市民まつり等のイベントに積極的に参加し、ごみ分
別の啓発を行っていきます。 

リユースイベントの開催 新規 
こども服、絵本・古本のリユースイベントを開催し、リユースを推進
します。 

基本 
施策 

具体的な取組 
位置 
付け 

内容 

リ
デ
ᶇ
ᶌ
ス
の
推
進 

使い捨てプラスチック製品等
の使用削減の周知・啓発 

拡充 
使い捨てプラスチック製品等の使用削減について周知・啓発し、ごみ
減量化、地球温暖化防止やマイクロプラスチックを中心とする海洋プ
ラスチックごみの低減を図ります。 

食品ロスの削減 拡充 
食材の使いきり、食品の食べきりに関する情報発信を行います。ま
た、食品ロスの実態を継続的に把握し、「てまえどり運動」の実施等、
効果的な削減方法について検討を進めます。 

フードドライブ活動等の推進 新規 
フードドライブ活動をはじめ、食品廃棄物の発生抑制につながる取組
を推進します。 

エコクッキングの奨励 新規 
ホームページ等により、ごみを出さない調理方法の周知・啓発を行っ
ていきます。 

生ごみの水切りの推進 新規 
生ごみの水切りグッズの普及と水切り方法の周知・啓発を図り、ごみ
の減量化を推進します。 

生ごみ処理機器によるごみ減
量化の支援 

拡充 
生ごみ処理に関する情報を市民に提供していきます。家庭用生ごみ処
理機器の購入世帯に支援を行います。また、生ごみ処理機器で処理し
た後の堆肥について、有効利用できるよう検討を行います。 

リ
ユ
ᶌ
ス
・
リ
ペ
ア

の
推
進 

リユースによるごみ発生抑制
の啓発 

新規 
使い捨てではなく、何度も使える容器に入った製品を選ぶことや、ま
だ使える服などを必要としている人に譲るなど、家庭でできるリユー
スの提案を市民に行います。 

こども服、絵本・古本のリ 
ユースの推進 

拡充 
市内児童館やプラザハウスにおいてリユースコーナーを常設し、服・
本の引き取り及び提供を無料で行うとともに、こども服、絵本・古本
のリユースイベントを開催し、リユースを推進します。 

粗大ごみ等のリユースの推進 新規 
民間事業者との連携を行い、粗大ごみ等のリユースについて意識啓発
を行い、粗大ごみ等の減量を図ります。 

リ
サ
イ
ク
ル
の
推
進 

プラスチックリサイクルの推
進 

拡充 

プラスチック製容器包装と製品プラスチックを一括回収し、市民の排
出利便性を図るとともに効果的な周知・啓発を実施しプラスチック資
源回収量の増加を図ります。また、回収したペットボトルは水平リサ
イクルを実施していきます。 

民間再資源化施設への食品残
渣や剪定枝類などの搬入促進 

拡充 
事業者から発生する食品残渣や剪定枝類の小牧岩倉エコルセンターへ
の搬入を一部制限し、市外も含めた民間再資源化施設を積極的に活用
することで再生利用を推進します。 

再資源化における先進的な取
組の研究 

新規 
燃やすしかないごみの多くを占める生ごみや今後、高齢化により排出
量の増加が予想される紙おむつ等の再資源化について先進的な取組の
調査・研究を実施します。 

循環経済への転換に向けた普
及・啓発 

新規 

循環経済（サーキュラーエコノミー）への転換を促進するため、市内
の民間再資源化施設と連携し、エネルギーの地産地消について市内事
業者へ働きかけなどを行います。また、国や愛知県等の動向を注視し
ながら、循環経済への転換に向けた仕組みを検討し、推進します。 

７.各基本方針の主要な取組（新規または拡充する取組等） 
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【基本方針３「柔軟で経済的なごみ処理システムの構築」】 

適切な分別排出の周知を図ることで、リサイクルは推進されます。また、新たな分別品目の追加等への

対応していくことで、さらなるごみ減量意識の醸成や再資源化を推進していくことが可能となります。 

 

 

基本 
施策 

具体的な取組 
位置 
付け 

内容 

社
会
情
勢
等
を
踏
ま
え
た 

収
集
・
処
理
体
制
の
整
備 

今後のごみ処理広域化・集約
化への対応検討 

新規 

国通知「持続可能な適正処理の確保に向けたごみ処理の広域化及びご
み処理施設の集約化について」を踏まえて、「愛知県ごみ処理広域化・
集約化計画」（令和３年１１月）が策定され、広域化・集約化に関する
基本的な考え方が示されています。本市においても、この計画に基づ
き、今後のごみ処理システムについて検討していきます。 

ごみ排出の対応、適正なごみ処理施設の
運転管理（右欄の内容に記載するこれま
での実施施策を継続していきます。） 

継続 
・高齢者等対応したごみ支援サービスの充実等 
・ごみ処理施設の計画的な補修・整備等 

 

 

食品ロスは、売れ残りや食べ残し、直接廃棄や食べ残しなど、本来は食べることができたはずの食品が

廃棄されることです。食品の破棄や損失の原因は多様で、生産・製造、配送・販売等、消費の各段階にお

いて日常的に発生しています。 

家庭系及び事業系ごみ排出量全体の減量化・再資源化と整合性を取りつつ、「食品ロス削減推進法」に

基づき、数値目標を設定し、食品ロス削減に向けた取組を実施します。 

 

 区分 
令和６年度 
(2024) 
[現状] 

令和１７年度 
(2035) 

[計画目標] 

数値目標 
家庭系食品ロス発生量 2,255ｔ/年 1,549ｔ/年 

事業系食品ロス発生量 1,793ｔ/年 1,394ｔ/年 

 

 

 

 

 

 

 

食品ロス削減に向けた取組 位置付け 実施施策 

啓発活動の推進 
拡充 市広報、ＳＮＳ等による食品ロス削減の取組推進、周知・啓発 

新規 フードドライブ活動等の推進 

家庭系食品ロスの削減 

新規 エコクッキングの奨励 

新規 食品ロス削減のためのエコレシピの周知・啓発 

拡充 生ごみ処理機器によるごみ減量化の支援 

事業系食品ロスの削減 

新規 事業者と連携した食品ロス削減の仕組みづくりの検討 

新規 未利用食品の活用 

拡充 民間再資源化施設への食品残渣の搬入促進 

８.食品ロス削減推進計画 

小牧市ごみ処理基本計画 概要版 
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